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  幼稚園や学校等では、児童生徒が通園通学する際の足を確保し、安全・安心に通園通学するこ 

とを目的として、バスなどの自家用自動車いわゆるスクールバスを運行しているところです。 

  スクールバスの運行に際しては、児童生徒の保護者等からバス運賃等を収受する場合に、道路   

運送法上の手続きが必要になる場合があると共に、安全運行の確保なども求められるところです。 

今般、スクールバスの適切な運行を図るために、中部運輸局静岡運輸支局と静岡県警察本部及 

び静岡中央警察署合同で、下記のとおり学校関係者向けの説明会を開催しますのでお知らせいた 

します。 
 

記 

  １．日時 

    令和４年７月２５日（月）１４：３０～ 
 

  ２．場所 

    静岡県私学会館内 ５階会議室 

（静岡市葵区追手町９番２６号） 
 

  ３．主催 

    中部運輸局静岡運輸支局、静岡県警察本部、静岡中央警察署 
 

  ４．出席者 

学校教育関係者 
 

５．説明内容 

    自家用自動車による有償運送（道路運送法）の制度 
 

６．取材にあたっての注意事項 

・取材をご希望される場合は、７月２２日１３時までに静岡運輸支局の担当までご連絡く 

ださい。 

・取材当日、取材関係者は社名入りの腕章を付ける等、身分が分かるようご協力願いします。 

・出席者へのインタビューはご遠慮下さい。 

・撮影は、出席者が特定されないなどプライバシーの保護に配慮をお願いします。 

・取材は冒頭までとさせていただき、議事は非公開とさせていただきます。 

 

自家用自動車による有償運送に関する説明会を開催 
～ 学校教育関係者に向けた適正なスクールバスの運行に関する説明会～ 

【連絡先】 

中部運輸局 静岡運輸支局 輸送・監査担当 

担当：風岡、小田  TEL:054-261-2898 

令和４年７月４日１４時発表 


